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係争中の労災行政事件訴訟等の現状

1行政事件訴訟
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（3）脳・心臓疾患事案の内訳
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（4）精神障害事案の内訳
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平成31年1月

寺

31日現在

総件数 255件

うち行政事件翫訟 248件

うち国家賠償所訟等
｡

7件
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労災行政事件訴訟の推移
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※上記件数には国家賠償請求事件等も含まれる
2

判決繪果

園側勝蹄 團側敗歸 合計 鴎踊率
提鯨件数 係争件数

平虜20年度
『
’ うち脳・心臓

うち精神障害

113

26

23

18

10

4

131

36

27

86％

72％

85％

111

19

34

227

51

67

平鹿21年■
「 うち脳・心臓

うち精神障害

151

27

39

19

7

7

170

34

46

89％

79％

85％

126

20

37

265

50

80

平慮22年度

うち脳・心臓

うち精神障害

149

23

41

23

5

9

172

28

50

87％

82％

82％

117

9

37

274

41

74

平鹿23年度

ト うち脳・心臓

| うち精神障害

170

26

47

15

5

3

185

31

50

92％

84％

94％

137

13

35

306

36

75

平鹿24年度

うち脳・心臓
一

うち精神障害

208

27

55

22

2

9

230

29

64

90%

93％

86％

124

12

49

289

33

88

平窮25年■

脳・心臓

｜ うち精神障害

176

15

56

14

0

1

190

15

57

93％

100%

98％

93

13

35

255

38
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平 鹿26年度
｢~. . ~ － . .~ ~.

うち脳・心臓

うち精神障害

149

17

48

21

5

11

170

22

59

88％

77％

81％

94

15

28

250

37

91

平鹿27年度
I
うち脳・心臓

うち精神障害

166

23

46

13

3

7

179

26

53

93％

88％

87％

89

5

35

230

31

90

平虜28年度
’

うち脳・心臓

うち精神障害

166

23

64

18

4

6

184

27

70

90%

85％

91％

110

13

46

233

29

99

平 虚29年嵐

うち脳・心臓

うち精神障害

131

17

51

4

2

1

135

19

52

9マ％

89％

98％

108

10

35

271

25
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平慮30年度
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うち脳・心職

うち精神障害

121

7

42

7

0

4

128

7

46

95％

100％

91％

80

8

28

255

26
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合 計

うち脳・心臓
一

うち精神障害

1,700
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574

91％
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1,189
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399
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改正

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局補償課

労災保険審理室長

労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について

労災保険に係る訴訟への対応に関しては、平成22年8月4日付け事務連絡｢労災保険に

係る訴訟に関する対応の強化について」に基づき､敗訴した場合に行政実務に重大な影響を

与えることが予想される労災訴訟事件について､共同処理事件に指定して訴訟対応の強化を

図ってきたところであります。

しかしな敵ら、依然として240件を超える多数の労災保険に係る訴訟を抱え、共同処理

事件数も平成23年度末の74件から､平成28年度末には114件に増加しているところ、

平成28年度の上半期において、共同処理事件に指定していない労災訴訟事件に対して、最

高裁において国敗訴の判決が言い渡され、また、平成28年度における高裁での敗訴が10

件となっている状況にあります。

このような状況を踏まえ、労災訴訟事件に対する適切な対応の一層の徹底を図るため、共

同処理事件等の取扱いを下記のとおり改定するので､今後の労災訴訟事件の処理に遺漏のな
いようお願いいたします。

記

《…ノ

1 訴訟追行における密接な連携等

（1）適切な事前協臓の実施

応訴方針に係る労災保険審理室との協議については､平成17年3月30日付け事務

連絡『労災保険に係る訴訟に関する応訴方針等について」の配の1において、新規提訴

された全ての事件について行うこととされている。

したがって、全ての新規提訴事件について、事前協議（新件協畿（当室において会識

形式で行うものをいう。以下同じ｡）又は担当中央労災補償舩務官との書面等による協

溌）を行うこととし、担当中央労災補償舩務官との協繊の結果、新件協議を行わないこ

ととした事件についても､担当中央労災補償訟務官と必ず書面等により事前協議を行う。
（2） 原審判決区分Ⅲ又はⅣの訴舩事件の控訴審対応

平成28年度に、最高裁において1件､高裁において10件の敗訴判決があったこと

、から、当分の間、判決区分Ⅲ又はⅣであって勝訴した事件のうちざ一審の判決内容に国
＝

1

3
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側主張と異なる事実認定がされている事件等が上訴された場合は､控訴審における応訴

方針について、事前に中央労災補償訟務官あて、応諒方針案等を送付した上で､新件協

識に準じた協議を行う。

2応訴方針の協議等

（1） 応訴方針に係る協艤について

事前協溌に当たっては、その1週間前までに応訴方針案（別添様式1）及び医師意
見書（原告側及び国側）を担当中央労災補償訟務官あて送付した上で、応訴方針案の

適否、国側医師意見害の適否等について協饒する。
（2） 事前協議後の対応について

事前協譲において、応訴方針等に関する指摘事項等があった場合は、事前協議後2

週間以内を目途に当該指示事項を踏まえて応訴方針の修正案を作成し、担当中央労災

補償舩務官に送付する。

U

C

3新件協繊を行わない場合の適切な事前協議（書面等による協議）の実施

上記1(1)の担当中央労災補償訟務官との書面等による協識は、新件協溌に準じて処理

する。

4労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件への対応

（1） 労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件の指定

労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件（以下『共同処理事件」
という。 ）は、新件協議及び担当中央労災補償訟務官との書面による協議の結果を踏

まえて労災保険審理室長が指定する。

（2） 共同処理事件の指定対象とする事件

敗訴した際に行政実務に重大な影響を与えることが予想される下記に掲げる労災訴

訟事件を指定対象とする。

・ア脳・心臓疾患事件､箱神障害事件､石綿関連疾患事件など認定基準等への影響の大

きいもの

イ労働基準法施行規則別表1の2及び告示(平成8年3月29日付け労働省告示33

号･改正平成25年9月30日）において示されている疾病に含まれない疾病（化学．

物質過敏症など）を争点とする事件

ウー審で勝訴し控訴された（敗訴し控訴した）事件で上記に準じる事件

工その他、特に労災保険審理室の指導・支援が必要と鰯められる事件

（3）都道府県労働局における対応

共同処理事件に関して､都道府県労働局が対応する必要のある事項を以下(ｱからオ）
に具体的に記述する。

ア新件漉譲等における指摘事項に係る実施状況(補充調査、関係者の聴取等）につい

ては､実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に報告するとともに､鯛査結果篭を送
付し、立証内容等について協議する。

一

（ 〉
一一

2

4



､イ法務局又は選任弁護士（以下『法務局等jという｡）との協議（期日における協議

を含む｡）を行った場合、協議後速やかに担当中央労災補償訟務官に内容を報告する

とともに、協議によって作成することとした書証等必要な人証等について担当中央労

災補償訟務官と協議する。

ウ準備書面案の作成､尋問案等の作成、医学証人や専門医等の確保、医師意見害等の

作成などの各段階において担当中央労災補償訟務官と協議する。

答弁書、準備書面、医師意見書等の案及び準備書面等での主張に係る証拠を、原則

として法務局等への提出期限の8週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し､内

容を協議する。 、

証拠調で証人尋問が行われる場合には､尋問案及びその根拠となる書証等を原則と
して法務局等への提出期限の2週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し､内容

を協議する。

エ相手側準備書面等については、入手後速やかに担当中央労災補償訟務官に送付し、

対応を協議する。その際､原告等相手側準備書面の主張についての証拠を併せて送付

する。

オ最終の口頭弁論期日の前の期日終了後､双方の主張及び証拠を整理した上で､準備

書面及び証拠提出の要否について担当中央労災補償訟務官と協議する。

(4)都道府県労働局管理者による事案の把握と指示

労災補償課長は､法務専門員等の積極的な活用を図り､共同処理事件の処理体制の
強化に努める。

・ 労災補償課長など局管理者は､共同処理事件として指定された事件について､準備

書面案の作成、尋問案の作成、医学証人や専門医の確保、医師意見書等の作成などの

各段階において進ちょく状況を把握するとともに､提訴後事前協議までの間(必要に

応じて原告側から医師意見書が提出された口頭弁論期日終了後）に、調整官、補佐、

・監察官、その他必要な職員を構成員とする応訴方針検討会議を開催し、主張・立証方

法等の適否や補充調査の必要性等■I■■について検証した上で､必要な指
示を行う。

3

5．
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(5) 中央労災補償訟務官における対応

担当中央労災補償訟務官は、都道府県労働局の指定代理人と同様聯準備書面作成や医

証の確保などについて、都道府県労働局と共同して訴訟を処理する。 （下記アからギ）
ア新件協議における本省指示事項を速やかに作成し、都道府県労働局に提示・

イ原告等相手側主張に対する反論方針の検討

ウ準備書面案、尋問案等の作成

エ医学証人や専門医等の確保、医師意見書等の作成

オ準備書面作成のために必要な資料（医学専門書など）の確保・提供

力原告等相手側主張に対する反論漏れや主張不足の有無の確認

キその他

労災保険審理室への報告等

(1)新件協艤等における指摘事項に係る実施状況の報告

新件協議等における指摘事項に係る実施状況（補充調査、関係者の聴取等）につい

て、実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に別添様式2「共同処理事件に関する対

応状況報告』に、調査結果等を添付して報告する。 （上記4の(3)のア）

(2)訴訟追行上の問題点等の報告
共同処理事件として指定された事件については､以下アからウの場合に別添様式｢共

同処理事件に関する対応状況報告」により口頭弁論期日、弁論準備期日等（以下「口
頭弁論期日等」という。 ）における法務局等の指示の具体的内容や訴訟追行上の問題

点（問題点と必要とされる対応とをできる限り書き分ける｡〉等を、その都度速やか

に報告する。

ア上記4の(3)のアの指摘事項に基づく対応に問題が生じた場合

イ法務局等との協議を行った場合（上記4の(3)のイ）

法務局等から新たな指示があった場合､及び本省指摘事項と異なる指示等があった

場合

ウ次回口頭弁論期日等に備えた準備書面案､尋問案等を作成した場合､医学意見書(案

を含む｡)を入手した場合及び医学証人や専門医を確保した場合(依頼をしようとする

場合など確保の準備を行うときを含む。） （上記4の(3)のウ）

工原告等相手側から準備書面、医学意見婁等が提出された堀合（上記4の(3)の工）

（3）報告に当たっての留意点
ア上記(2)イについて、協議の結果、作成することとした書証や必要な人証等に関す

る資料､及び証拠化した裳証等を併せて送付する。
イ上記(2)ウについて、準備書面案、尋問案、医学意見書(案を含む。）、及び根拠と
なる書証等を添付して報告する。

医学証人や専門医の医学意見書等の確保(依頼)に当たっては､候補者の所属､専門

分野その他参考となる事項を記戦すること。

5
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ウ上記(2)エについて、原告等相手側準備書面の主張についての証拠を併せて送付す
由

る。

6共同処理事件に指定しない事件等の処理

共同処理事件に指定しない事件又は新件協議の対象としない事件については､担当中央

労災補償訟務官と準備書面案等の事前送付（上記4， (3)、ウ）等の対応の要否を協議す

る。

原告等相手側準備書面等については､入手後直ちに担当中央労災補償訟務官に送付する。

その際、原告等相手側準備書面の主張についての主要な証拠も併せて送付する。

証拠調で証人尋問が行われる場合には､尋問案を法務局等に提出する2週間前までに担

当中央労災補償訟務官に送付し、内容を協議する。

最終の口頭弁論期日の前の期日終了後､必要に応じて双方の主張及び鉦拠を整理した上
で、準備書面及び証拠提出の要否について検討し、担当中央労災補償舩務官に報告する。

共同処理事件の随時指定と指定解除

共同処理事件として指定を行っていない事件であって､原告等から新たな主張がなされ

たこと等により、共同処理事件として指定する必要が生じた事件､判決区分Ⅱの訴訟事件

であって、一審で勝訴した事件のうち、一審の判決内容に国側主張と異なる事実潔定がさ

れている事件等判決の内容に問題が露められる事件は､都道府県労働局労災補償課長等と

協議の上、共同処理事件として追加指定する。

また、訴訟の進行に伴い、共同処理事件として処理する必要性が消滅した事件について

は、都道府県労働局労災補償課長等と協議の上、共同処理事件の指定を解除する。

7

；１

仏ロ－

り

、

5

』

0

7



－

苧

4

◆t 雀9

，99

基

●

や

１
０

‐

＄

諺
寺

ど

坤

凸

タ

？

《

ご

雪

辱

■

〃

華

ぐ

争

0

『 ぬ

･
P

り
弱

9

句
~

や

1

●

｡

砂I

、

I

0
。 ウ

今

問

●！

帝

a

今

●

今

＆

●

■

合
口
》

+沙
刺、
b

ザ、

§
ーP一

◆

●

#、

ト



i･ {1

平成年月日
○○労働局労鵬準部労災補償課

GOj纐賊CO年術ｳ)第a｡号OooC涛災鰍事件に係る応訴方針鯛

÷

ザ。 ､必

4． ◆

③

０

ぜ

。

心
今“

一

＄
も

●

●
Ｐ
●
〉
壷

ａ
▽
Ｄ
・

中

心

○

合
按０

一
●

一

ｐ

旬
日

■
令

も
◆●
も

》

●

●

ｐ

今
心

石
Ｌ
●

◆

毎

‐
ケ

ザ

ム

。
堂
も

ざ
◆

今
ｑ
●
。
ｄ
『

・

一

一

マ

ロ

磯

綴

・
申守●

なり
▲
●
口

。
ｂ
守
争

『
｛
す
マ
、
、
Ｊ
Ｑ
テ

オ
ー
ー
●
言
い壷

乞

●

●

季

俄

一

心
●
」
０
心
々
《
●

ナ
。

－今

主な争綱 立誠劉鋪 その他
側儲･対…

《
･時朔鍋

●

峰点等2）

心

そ

鋼
一 》
》

、

;博辮4）
個個繩見…

守



０
■
■
■
ｊ
ｈ
Ｅ
■
ｒ
ｑ
２
Ｕ
Ｕ
：
■
６
３
２
■
Ｂ
２
５
Ｆ
ｇ
ｊ
ｕ
日
日
Ｅ
■
Ｕ
８
■
ザ
■
唖
。
と
■
喝

４
９
４
０
ｆ
、
Ｉ
Ｉ
－
Ｄ
Ｂ
Ｉ
ｆ
０
６
１
０
Ｂ
Ｉ
１
１
１
Ｂ
■
６
０
Ｆ
９
０
２
９
０
２
１
■
Ｄ
ｌ
ｊ
Ｏ
▽
０
４
８
１
．
ｑ
９
ｆ

１

は月職のとおり。嘆旨）※原告の主彊剛う庁､審査官及び審査会の判断応訴方針

ｰ

‐ 《
Ｂ
Ｅ
ｑ
上
ｑ
△
■
９
４
■
。
．
？
ｑ
△
町

０
■
■
ｑ
■
■
■
■
１
Ｑ
男
自
１
ｔ
■
Ｂ
Ｆ
Ａ
■
〃
■
毎
ｑ
８
８
１
ｔ
８
９
Ｑ
ｆ
Ｂ
ｂ
８
■
夢
■
■
■
Ｐ
Ｆ
Ｐ
．
Ｌ
ｐ
ｒ
Ｐ
ｉ
心
ｂ
５
ｖ
ｈ
ｌ
■
＆
凸
！
・
計
９
日
■
■
Ｒ
６
Ｂ
Ｐ
ｑ
７
Ｅ
Ｂ
Ｂ
■
■
屈
巳
■
■
■
１
日
Ｅ
■
口
竺
、
９
ｒ
◇
。
』

。
‘
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
。

‐

｡

一
●
一

Ｃ
Ｏ

一
一
ｆ

匙

Ｄ

も

？

ず

へ
ｘ

↓

も

。

Q

･

O

応訴の可否幟捌

獺闘了上の問題点

今 ①



〆弓､
‘ ，

k_.j

応訴方針資料（対比表）

l
、

冬

原告の主張 ． 原処分 ￥号査官
■

○

口蓉査会 応 諒方金 . （要旨）

1 「発病の有無・時期」 ．

○ 早

ゥ 『盆錘1－上墨申垂章の信狩の誕嬬I



寺

ｒ

■

■

■

８

昼

ロ

巳

Ⅱ

８

■

■

■

■

Ⅱ

■

■

■

■

■

Ｅ

■

■

。

■

■

■

・

弓

△

Ｂ

７

ｐ

４

ｑ

ｌ

Ｉ

埴

ｑ

↓

甲

■

４

。

↓

ｔ

０

‐

ｉ

・

０

．

４

▲

８

Ｃ

Ｄ

Ｉ

。

■

Ｉ

Ｄ

■

１

６

１

■

Ｂ

↓

の

Ｉ

、

４

８

■

‐

ｂ

、

■

Ｂ

■

■

６

，

９

■

■

Ｇ

■

！

■

■

■

■

Ｄ

ら

毎

ヶ

■

■

■

■

■

一

■

■

■

■

■

ワ

‐

Ｄ

ひ

■

▼

ｉ

；

・

‐

６

“

‐

p

k串

ｌ
与

巳
■
■
■
日
刊
８
８
日
日
日

▲
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
■

ａ
■
一
■
■
■
■
日
日
■
■

ｌＩ

ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ

凸
甲
５
１
●
ロ
■
■
や
‐
日
■
●
↓
●
ｇ
Ｄ
８
■
ｆ
９
ｐ
Ｂ
色
８
■
６
０
１
●
８
Ｈ
早
■
ｑ
ｌ
Ｊ
８
▼
一
■
凸
■
Ｇ
Ｆ
Ｂ
グ
丑
伊
■
マ
包
む
昼
■
■
■
Ｂ
Ｊ
Ｅ
■
ひ
■
句
３
■
Ｉ
。
■
Ｚ
巳
寺
■
凸
Ｖ
Ｄ
ｂ
ｐ
凸
０
１
Ｇ
口
Ｕ
ｚ
４
０
■
》
■
■
？
１
４
３

C

１
１
１
§

（

一

（
〉

0

わ

息 『窒薙迦外の率園の評価1 ‐

←

魚

つ

盈 恨匿胃齢審躍匁…3－錘ベク;匿嘩凸 ､巨塞に魑赤馬士鱸謹I

”‘ ． ．

●

I

ユ

‐

0



＆
●

平成年月日

○○労働局労働基準部労災補償課

・ 共同鵬件に関する対応状況報告．

(○○地裁平成O○年術ｳ）第○○号○○○○事件）
平成○○年○○月○○日第○回期日終了時点

1応訴方鉗…の鋤伏況鱈鍾織謹洛5 (1)）
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今

審査請求事案の現状
（平成30年度第3四半期末）

1年度別処理状況

※併合や分薩$こよる増減
6 一

？

2長期未決件数

3平均処理期間

4主な種類別処理状況

(_ノ
6

※8号事案のみの件数

~

15
～

資準 .Ⅵ－4

年度 26 27 28 29 30.12* 29.12末

①前年度奴件数

②薪規鯖求件数

“求増減※
④要処理件数

〔①+②f③〕

636

10795

△91

20240

5証

10958

△121

2,388

613

1,823

△103

20333

685

1｡964

△l的

2'540

830

1,502

△78

20254

685

1,418

△78

2,025

⑤取下件歓 105 126 105 135 77 99

⑥決定件数

決定率（％）
⑯/妙⑤)〕

1,684

脚.2

1,“9

72.9

11543

69.3

10575

65.6

10172

53.8

1,082

56.2

⑦竿度末残件数
〔④-⑤-⑤〕

551 613 685 830 1.005 844

年度 26 27 28 29 30.12* 29.12末

6ヶ月以上未決件数 45件(17局） 66件(16局） 121件@l") 166件(19局） 284件G0局） 200件(25")

1年以上未決件数 4件(4局） 6件(5局） 22件(8局） 37件(10") 45件⑲局） 56件(12周》

年度 26 27 28 29 30.12末 29.12末

鯖求件数

脳・心※

糖神障害

｜ 障害等級

10795

91

372

423

1,958

79

362

461

1.823

1”

362

435

10964

119

393

393

1.502

72

311

309、

1.418

84：

278

296

決定件数

I

脳・心※

糖神障害

障谷等諏

1,584

80

340

408

1,649

69

340

407

1,543

78

305

399

1｡575

1”

320

359

1,172

59

251

268

1.082

71

2u

253
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事 務 連 絡
●

平成SO年3月26日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局補償課

労災保険審理室長

文書提出命令等に係る業務参考資料の送付について

文書提出命令の申立て等が行われた場合の留意事項や意見審例等について、

平成23年6月15日付け事務連絡『文書提出命令に係る業務参考資料の送付

等について｣、及び平成24年3月27日付け事務連絡「文書提出命令に係る意

見書例等の送付について」をもって示したところであるが、依然として多数の

文書提出命令等の申立力垳われている状況を踏まえ、文書提出命令に対する意

見書例等を作成するとともに、関連する事務連絡をとりまとめたので、業務の

処理に当たって参考とされたい。

なお、下記2の（3）の意見書例において対象文書として特定されている、

監督復命書、是正改善報告書等は、本件文害提出命令の対象文書とすることは

不適切であると考えられることから、同種事案の処理に当たっては、適正な事

務処理の徹底を図っていただきたい。
ノ、

． 記

(－

ヤ

1 留意事項

（1）文害提出命令の申立があった場合

①労災保険審理室への迅速な報告

原告ら民事訴訟当事者から労働基準監督署長等が保有している労災認

定に関する文書を対象とした文書提出命令の申立があった場合は、審尋

害、対象文書等を添えて直ちに労災保険審理室に報告する。

②法務局への情報提供

文書提出命令の申立があった場合は、速やかに裁判所の所在地を管轄

する法務局の訟務担当部署に備報提供する。

③法務局への意見照会

文害提出命令に係る審尋手続に基づき裁判所から意見を求められた場

合（民事訴舩法223条2項)、文書の提出を拒否すべきと思料される際

には、行政庁力職判所に提出する意見案について、裁判所の所在地を管

轄する法務局の舩務担当部署に意見照会するとともに､同命令が発せら

移
心
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少
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0

◆
●

れた際の即時抗告の要否等について、あらかじめ協議する。

④意見案の労災保険審理室への送付
労災補償課長は､上記③の意見照会をする際には、事前に労災保険審
理室と協艤し、意見案を送付する。

(2) 文書提出命令の決定があった場合

①労災保険審理室への迅速な報告
文書提出命令の決定がなされた場合、労災補償課長は決定書を直ちに

労災保険審理室にメール等により送付する。
なお、文害提出命令は、労災認定に関する文書を保有する労働基準監

督署長に対して行われることから、署から局への速やかな報告の徹底を
・ 図る°

②即時抗告の申立手続
行政庁において即時抗告が必要と考える場合、 1週間以内に即時抗告
を行う必要がある（民事訴訟法332条）ことから､,速やかに即時抗告

する理由案を作成し､労災保険審理室及び法務局と協議する。

ｰ

"

や

2業務参考資料

（1） 文書提出命令・文書送付嘱託に係る手続

（2） 裁判所等からの文書提出命令等に対する具体的な対応（総務課長内か
ん）

③意見害例1 「原告側から、労災決定に関して作成・収集された文書（調
査復命書等）について、文密提出命令の申立があったもの』

（4）意見書例2『原告側から、補償給付実地調査復命書の付属文書(会社関
係者の面談聴取内容を記載した文書）について、文塞提出命令の申立が
あづたもの』 ．

⑤平成28年4月1日付け基総発0401第1号｢裁判所等からの文書提
出命令等に対する具体的な対応について」

（6）平成24年8月27日事務連絡｢文書提出命令等に係る意見密例等の送
付について｣． （事務連絡本文、意見書例のみ添付）

（7） 平成23年6月15日事務連絡r文書提出命令に係る業務参考資料の送
付等について」 （事務連絡本文のみ添付）

心
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関係法令

民事訴訟法(平成8年6月26日齢鞘109号） 、

第識霊て奪撫総蕊浮出し､又は文書の聯にその提出柵ること
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業務参考資料（2）
●

心

文書送付嘱託に対する対応（要旨）

文書送付の嘱託に対して労働基準行政機関が保有する各文書を裁判所に提出するに当たって
は、①文書提出者等が当該文書の一部分について開示を望まない場合、当骸部分を黒塗りして

提出すること､.②同意の確認に関する経過について記録することに留意し、下記により対応。

0

関係者からの提出文書

○文書送付の嘱託申立人（申立人）から提出された文書→写しを提出

○申立人以外の者から提出された文書→同赫得られた場合にのみ､写しを提出
○同意が得られなかった場合→文書の標題のみを回答 ．

○文書に申立人以外の者の情報が記載されている場合→当該部分を黒塗りして提出

1
0

－2関係者からの聴取書等
（~｝○申立人の聴取書等→写しを提出

○申立人以外の者の聴取書等→当該者の秘密に関する情報の保護に十分配意し､次の手
順により処理

①聴取した者に対し、文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの同意確認を実施

②同意が得られた場合→聴取書等の写しを裁判所に提出

③同意が得られない場合→その旨を次の例を参考に文書により裁判所に回答

「○月○日、文書送付の嘱能のあった件につき、○○ほか○名の聴取書(写）を別添

のとおり送付しますもなお、○名については本人の同意が得られなかったため提出
は差し控えますb」

同意の得られなかった者についてはその人数のみを回答

同意しない者が訴訟の相手方当事者であるときは、相手方当事者の氏名を回答

3労働基準行政機関力聡出した文書

○労働基準行政機関が、申立人に発出した文書→写しを提出 I )

、○．当該文書に､申立人以外の者に係る情報が記載されている場合→当該部分を黒塗りし
て提出

○申立人以外の者に発出した文書→上記2の手順に準じて処理 。
、

4医師の作成した文書等

○医師の意見書等の文書→当該医師等に対し､同意確認を行った上で､同意が得られた
場合にのみ、その写しを提出

○同意が得られなかった場合→上記2の③の手順に準じて処理 ．
｡

5他の宮公署からの各種証明書等

O基本的には他の宮公署において提出を判断

○災害発生後相当期間経過し、当該証明書等を保有していないなど､当時の証明等を改めて
当該官公署から求めることが困難な場合に限り、労働基準行政機関が文書提出に協力

●

20



｡

6労働基準行政機関の職員が作成した復命書等 ．

○労働基準行政機関の職員が作成した復命書等の文書に係る文書送付の嘱託瀧なされた場

合、当該文書の記載内容に応じて個別に対応

○文書提出の範囲→原則として､①調査担当官が職務上知ることができた事業場等にと

っての私的な情報に関する部分とし､②行政内部の意思形成過程に関する情報の部分につ

いては、黒塗りして提出

、○①の情報に該当するもののうち、申立人に係る情報→該当部分について提出

○申立人の相手方当事者に係る情報→同意確認を行い､同意が得られなかった部分につ

いては、公知の事実を除き、不提出

○申立人及び申立人の相手方当事者以外の第三者を特定する情報→同意確認が困難で
あることから、黒塗りして提出

○同意確認に際して､対象文書そのものの提示が困難である場合､提出対象とされる各情報

の項目を列挙して提示をするなど､包括的な方法によらざるを得ないことから、同意の判

断は、守秘蕊務の観点から慎重に実施

○関係者から聴取した内容がそのまま記載又鯛|用されている部分､医師の作成した文書等

●

からそのまま記載又は引用されている部分→上記エないし4と同様

？

■

0

今

●

。

0

司令÷
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基総発0401第1号

平成28年4月1日 9

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局総務課長 『

、

｢裁判所等からの文審提出命令等に対する具体的な対応について』の改正について

(季‘､、 ；
◆

、 舞
一‘裁判所等からの文書提出命令等に係る具体的な対応については､平成14年3月1

3日付け基総発第0313001号（平成18年11月22日改正） 『裁判所等から

の文書提出命令等に対する具体的な対応について」 （以下『本通達jという｡）により
指示してきたところである。

平成28年4月1日に、都道府県労働局に雇用環境・均等部又は雇用環境・均等室

が設置されたことに伴い、別添のとおり、本通達を改正するごととしたので､.今後の

8

取扱いに遺憾なきを期されたい。

１
ｊ
釘亘

Ｊ
■
Ｊ
ｑ
ｑ
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(別添：下線部改正部分）
日
日
診
日

３
２
１

１
２
月
月
月

３
１
４

１

年
年
年

４
８
８

１
１
２

成
成
成

平
平
平

正
正
改
改

０
Ｄ
Ｊ

号

裁判所等からの文書提出命令等に対する具体的な対応について
ウ

労働基準行政機関の保有する文書については､業務上災害に係る損害賠償請求訴訟
等に関連し､裁判所等からこれらの文書の開示を求められることが多くなるものと考
えられることから、その対応については、平成14年3月13日付け基発第0313

008号「裁判所等からの文書提出命令等に対する取扱いについて」の記の第1の

4により、調査の嘱託及び文書送付の嘱託がなされた場合には、原則これに応じる立

場から適切に対応することとされたところである。しかしながら、強制手続きである

文書提出命令と異なり、調査の嘱託及び文謹送付の嘱託に係る対応については､職務
上知り得た私人の秘密に関する情報の保謹及び公務の遂行に著しい支障を生ずるお

それ等に十分配麗を要することから、具体的には下記により対応することとするので、

その取扱いに遣憾なきを期されたい。

‐

●

ゾ

●

Ｉ

記

1 調査の嘱託について

調査の嘱託は､文書送付の嘱託が書証として労働基準行政機関が保有する文書そ

のものの送付を求めるものであるのに対し、書証としてではなく、調査事項につい

て文書による報告を求める点で異なるが､職務上知り得た私人の秘密に関する情報

の保護及び公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ等に十分配慮した上で､客観的

事実について報告すること。

Q

ｰ

2文害送付の嘱託について

（1）対象となる文書

裁判所から、労働基準行政機関力鴫有する労働災害の発生状況等客観的事実を把

・握できる文書や関係者からの証言等の文書について提出を求められた場合には､職

務上知り得た私人の秘密に関する情報の保護及び公務の遂行に著しい支障を生ず
るおそれがあるか否か等に十分配慮し、適切な対応を行うべきものである。

これを踏まえ､文書送付の嘱託に応じて提出する主な文害は次のとおりとするこ
と。 ‐

0

●

'鯛
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ア関係者からの提出文書

（ｱ）事業主がら届出のあった各種報告書、就業規則届又は労使協定届

（ｲ）事業主が作成した出勤簿、賃金台帳、勤務時間表、超過勤務証明書、業務

日誌等業務内容報告書、人事経歴簿､人員組織構成表、配置表又は作業手順
表

（ｳ） 事業主からの回答番（業務内容、勤務実態等に関するもの）

（ｴ） 定期健康診断実施結果（被災者のもの）

㈱事故に関係した機器類の機能等（寸法、規格等を含む）の説明書

（力）被災者又は当該被災者の親族､上司、同僚その他の関係者(以下｢親族等」
という｡）が作成した手帳、日記、メモ等

． (ｷ）労災保険の支給請求書

（ｸ〉 各種許潔可申請書

イ関係者からの聴取害等

被災者本人又は当該被災者の親族等の聴取害、陳述書等

ウ労働基準行政機関が発出した文書

（ｧ）労災保険支給（不支給）決定通知書等（控） ．

（ｲ） 是正勧告書〈控）

（ｳ） 指導票（控）

（ｴ）安全衛生指導書（控）

付）主治医に対する意見照会書（控）

（力）各種許認可書（控）

エ医師の作成した文書等

（ｱ）主治医作成の診断書、診療録、レントゲン写真、検査結果又は死亡診断書

（ｲ） 主治医又は専門医作成の意見書又は鑑定書

（ｳ） 公的機関からの回答書

（気象台からの回答書、検死調書等警察からの回答害）

オ他の官公署からの各種証明霊等(上記エ切に掲げるものを除く。以下同じ｡）

力労働基準行政機関の職員が作成した復命書等

0

亜
守
も
禽
哩
叩
．
，

一
》く

ｑ
－

１

(2)具体的手続について

強制手続である文書提出命令とは異なり、文書送付の嘱託に対して労働基準行

政機関が保有する上記(1)の文書を裁判所に提出するに当たっては、

①文書提出者等が当該文書の一部分について開示を望まない場合には､当該部
分を黒塗りして提出すること ．

②同意の確認に関する経過については記録すること

に留意するとともに、それぞれ下記により対応すること。

’ ア関係者からの提出文書

文書送付の嘱託申立人（以下『申立人』という｡）から提出された文書につ

いては､文書送付の嘱託を申し出た時点で裁判所への提出に同意しているもの

と考えられることから、その写しを提出すること。

24
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申立人以外の者から提出された文書については、 当該者の利害に配意する

必要があることから、裁判所からの文書送付の嘱託に応じてよいかどうか、当

該者に対し同意確認を行った上で、同意が得られた場合にのみ､その写しを提
出すること。

また､同意が得られなかった場合には､当該文書の標題のみを回答すること。
なお、当該文書に、申立人以外の者に係る情報が記戴されている場合には、

当該部分を黒塗りして提出すること。

イ関係者からの聴取害等

申立人の聴取書等については､文魯送付の嘱廃を申し出た時点で裁判所への

提噸嚇箸篭躍灘謡蕊鯛鴬鱸燕IE
十分配意する必要があることから､次の手順により処理すること。
（ｱ） 聴取した者に対し､裁判所からの文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの
同意確認を行うこと。

（ｲ） 同意が得られた場合には聴取書等の写しを裁判所に提出することとする
が、同意が得られない場合にはその旨、次の例を参考に文書により裁判所に
回答すること。

『○月○日、文魯送付の嘱託のあった件につき、○○ほか0名の聴取書
（写）を別添のとおり送付します。なお、○名については本人の同意が得ら
れなかったため提出は差し控えます｡』

※同意の得られなかった者についてはその人数のみを回答すること。ただし、
同意しない者が訴舩の相手方当事者であるときは､同意しない者の氏名を秘
匿する必要がないので、この場合は相手方当事者の氏名を回答して差し支え
ないこと。

ウ労働基準行政機関が発出した文書
労働基準行政機関が、申立人に発出した文書については、文書送付の嘱託を
申し出た時点で裁判所への提出に同意しているものと考えられることから、そ
の写しを提出すること。なお、当該文書に、申立人以外の者に係る情報が記載
されている場合には､当該部分を黒塗りして提出すること。 ：
申立人以外の者に発出した文書については､当該者の秘密に関する情報の保
護に十分配意する必要があることから、上記イの手順に準じて処理すること。
エ医師の作成した文書等

医師の意見書等の文書については､医師等が職務上知り得た事実で秘密にす
べき事項瀞含まれている場合があるため、当該医師等に対し、裁判所からの文
書送付の嘱託に応じてよいかどうかの同意確認を行った上で、同意が得られた
場合にのみ、その写しを提出すること。

なお､､同意が得られなかった場合には、上記イの(ｲ)の手順に準じて処理す
ること。

オ他の官公署からの各種証明書等

基本的にIま他の宮公署において提出を判断すべきことであるが､災害発生後

e

、
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相当期間経過し、当該証明書等を保有していないなど、当時の証明等を改めて

当該官公署から求めることが困難な場合に限り、労働基準行政機関が文害提出
に協力すること。

’ 労働基準行政機関の職員が作成した復命喜等

労働基準行政機関の職員が作成した復命番等の文書に係る文書送付の嘱託
がなされた場合には、当該文書の記載内容に応じて個別に対応すること。

文書提出の範囲は、原則として、①調査担当官力職務上知ることができた事
業場等にとっての私的な情報に関する部分とし､②行政内部の意思形成過程に
関する情報の部分については、黒塗りして提出すること。

なお､①の情報に該当するもののうち、申立人に係る情報については､文書
送付の嘱託を申し出た時点で裁判所への提出に同意しているものと考えられ
ることから、該当部分について提出することとなるが、申立人の相手方当事者．
に係る情報については､裁判所からの文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの
同意確認を行い、同意が得られなかった部分については、公知の事実を除き、
提出しないこと。申立人及び申立人の相手方当事者以外の第三者を特定する情
報については、同意確麗が困難であることから、黒塗りして提出すること。
同意確潔に際して、対象文害そのものの提示が困難である場合には､提出対
象とされる各情報の項目を列挙して提示をするなど､包括的な方法によらざる
を得ないものであることから、同意の判断に当たっては、守秘義務の観点から
慎重に行う必要があることに留意すること。 ‐

また、関係者から聴取した内容がそのまま記載又は引用されている部分や、
医師の作成した文書等からそのまま記載又は引用されている部分については、
当該部分について、上記②のイないしはエと同様に取り扱うこと。

力

(－.〉
争 其
酢一q

担当裁判所書記官等への説明等

上記の(2)の結果、文書を提出することができない場合及び申立人からの申出

(3)

令
ｆ
Ｈ
ｇ
４
ノ

〆
ご龍

Ｉ

の内容に照らし、十分応えることができない場合には、担当裁判所書記官等に対
してその理由を詳しく説明し、理解を得るべく努めることが肝要であること。
また、このような場合であっても、調査内容における客観的事実についての回
答をすることにより対応が可能である場合には、記の1に準じて対応すること。

む

3本省との協議について

調査の嘱託又は文書送付の嘱託がなされ､本省と協議を行う必要がある場合には、
それぞれの業務所管課に対して行うこと。

なお、都道府県労働局労働基準部所管課及び総務部労働保険徴収主務課（東京労
働局にあっては労働保険徴収部所管課)が本省労働基準局担当課と協議する場合は、
都道府県労働局労働基準部監督課を窓口とし､本省労働基準局総務課を経由して行
うこと。

心

また一都遺纐農労働局雇用斑境･均等部又は雇用環境･均鍵迩労働基準行政に
働基準局担当魁 耶面府県§

26
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由して行うこと。
また､､裁判所が文書提出命令の決定に先立って行う審尋において意見を述べるに

当たって事前に協議する場合も同様とすること。
●

0

9

0

｡

I ＄

､｡、や一ゥ

4

9

9

‐

。

27
6



､■ ひ－－－－－－－ー－－
亭 ｲ

－－口ー 一

◆
希

業務参考資料(8)

一

’ 文書提出命令申立事件

’
一一一 一 一今－，－

且 瓢
期
凸
科
利
理ｈ
】

一
毎
一
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文害提出命令の申立てに対する意見照会について（回答）

（平成'－－－_ --~1
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厚生労働省労働基準局補償謀

労災保険審理室長

平成28年ｴ2月21日付け｢意見照会書」により意見照会のあった、平成28年6

月2'白付け｢文書提出命令の申立書｣の｢第1文書の蒜｣に記載された､平成2
8年型月4日を労働災害発生日とする労災申請零続､決定に関して収集､作成され

た文書が民事訴訟法220条第4号のロに掲げる文書に該当するかどうかついて、
下記のとおり意見を述べる。

』

記

第1本件意見照会の対象文書

－1－
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’本件意見照会の対象夷書は需源吉■｜(以ポ服告｣どし隣）と被

■地方裁判所齢・との間②
● ●一‘ :告■■n■■■I ■■■■■■■

｡‐ 4

号及〔旧鰄裁判所■鋼平成’ －－一J

;おい七､原告ら力■地方裁判所■支部{こ行つ(I■■号損害賠償請求事件において､原告ら力彊華方裁判所■支部に行っ
・た､文書提出命令の申立の対象文書として特定された､以下の（エ）から(16）

の文書である。

(ユ）療養補償給付たる療養の給付請求書（以下『本件文書1Jという。）

（2）診療菱請求内訳書（入院外用） （以下「本件文書2jという。) .

（3）適用情報検索帳票（以下「本件文書3』と．いう。 ）

（4）平成25年2月26日付け復命書(算定基礎調査） （以下.｢本件文書

4」という。 ）

（5）平成25年2月26日付け調査復命書（以下「本件文書5jという。〉

（6）休業支給決定支払決謹書(以下「本件文書6』という。 ） ．

（7）年金･一時金支給決定一時金支払決議書(以下『本件文書7」という。）

（8）平成27年2月25日付け障害(補償)･給付実地調査復命書似下『本

・件文書8」という｡．）

（9）平成2．5年1月31日付け相談記録表（以下｢本件文書9」という。）

(10)平成25年2月12日から同年12月2，1日までの処理経過(以下｢本

件文書10」という。） ・

(11）事業場基本情報（以下「本件文書11」という。 ）

（12）監督復命書（以下『本件文書12jという。 ）

(13)平成25年2月22日付け労働者死傷病報告書(以下｢本作文害13j

という。 ）

（14）平成25年2月25日付け労働保険保険関係成立届（以下「本件文

書14」という。）

（15）平成27年1月28日付け意見書の提出について（以下･｢本件文書ユ

回

｛

’
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5』という。）

（16）平成25年2月22日付け是正改善報告書（以下「本件文書16Jと

いう。）

2本件各文書は、平成23年4月4日に発生した原告の労働災害（以下「本件

災害｣という｡）に係る業務上外の判断等を行うために､|〃 ■綱基準監
督署調査担当者（以下「調査担当者」という。）が作成又ば収集した文書、及

び申告監督を行った結果等を記戦した文書である。

3本件文謹2及び15については、作成者である医師が所属する医療機関の長

が当該文書を提出することに同意する旨の意思表示をしている。 ．

Ｊ
１
官
１

第2意見の要旨

1本件文書10及びエ2のうち、法違反の疑いのある事件の調査の手法や行政

・ 内部の意思形成の過程等を記載している部分はく民事訴訟法220条4号ロに

掲げる文書に該当する。

本件文書5，8及び9のうち、調査担当者意見､処理経過が記載されている

部分はゞ民事訴訟法220条4号ロに掲げる文書に該当する。

2 ．本件文書3、風11及びエ4の一部は、公務員が職務上知り得た非公知の

事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められ、こ

れを提出することにより、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが存在する

と認められる。本件文書3，5， 11及びi4の一部が、その提出により公共

の利益を害し､又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かにつ

いては、インカメラ手続等によって、各文書の具体的内容を十分に把握した上

で判断されるべきと思料する。

3本件文書1，3乃至5，9、 10の記載の一部及び本件文書6， 7，11，

12， 14， 16の記載の全ては、本件申立てにおける「証すべき事実」であ

る礪告の被災した事故の態様及びこれに対する上記労基署の評価」と関係が

一

I
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ないことから、基本事件において証拠として取り調べる必要がない。

4本件文書2， 13， 15は、医療機関の長が文書を提出することに同意する

旨の意思表示をしていること等から、本案事件に提出することについて、具体

的な支障は認められないと考えられる。

9

◆

第3民事訴訟法220条4号口について

1 民事訴訟法220条4号口『公務員の職務上の秘密」の意義

民事訴訟法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」とは、公務員が職

， 務上知り得た非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保甑するに

値すると認められるものをいうと解すべきである（最高裁判所昭和52年12月

19日第二小法廷決定･刑集31巻7号1053ぺｰジ､最高謝削所昭和53年5月

31日第一小法遥決定・刑集32巻3号457ページ参照） 。そして、上記「公務

員の職務上の秘密」には、公務員の所掌事務に属ずる秘密だけでなく、公務員

が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって、それが本案事件

， において公にされることにより、私人との信頼関係が損なわれ、公務の公正か

つ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれると解すべきである（最高

裁判所平成17年10月14日第三小法廷決定・民集59巻8号2265ページ） 。

2民事訴訟法220条4号ロ「その提出により公共の利益を害し，又は公務の遂

行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意羨
● 4 c

民事訴訟法220条4号ロにいう 『その提出により公共の利益を害し、又は公

務の遂行に薯しい支障を生ずるおそれがある」とは、単に文書の性格から公共

の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあるこ

とが認められるだけでは足りず、その文書の記戦内容からみてそのおそれの存

在することが具体的に認められることが必要であると解される（前掲最高裁平

成17年10月14日第三小法廷決定） 。

そして、公務員の職務上の秘密に関する文書が、その提出により公共の利益
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を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものといえるかど

うかは、個々の文書ごとに、その性質、法的根拠、記載内容，方法､公にされ

た場合の弊害の有無、内窓程度等を考慮して判断すべきである（松並重雄。

最高裁判所判例解説民事篇平成r7年（下)728ページ）。

また、その判断に当たづては、インカメラ手続等によ廟って、当該文書の具体

的内容を十分に把握した上でされるべきである（同） 。

3最高裁判所平成17年10月14日第三小法廷判決の要旨

労働災害が発生した際に労働基準監督官等の調査担当者が労働災害の発生原因

を究明し同種災害の再発防止策等を策定するために調査結果等を踏まえた所見

をとりまとめて作成した災害調査復命書に、①当該調査担当者が事業者や労働

者らから聴取した内容、事業者から提供を受けた関係資料、当該事業場内での

計測、見分等に基づいて推測、評価分析した事項という当該調査担当者が職

務上知るこ語ができた当該事業者にとっての私的な情報のほか､②再発防止策、

行政指導の措置内容についての当該調査担当者の意見、署長判決及び意見等の

．行政内部の意思形成過程に関する情報が記戟されている。

． ｢②の情報」に係る部分は鶴行政内部の意思形成過程に関する情報が記載さ

れたものであり、その記載内容に照らして､これが本案事件において提出され

ると、行政の自由な意思決定が阻害され､公務め遂行に著しい支障を生ずるお

。それが具体的に存在することは明らかである。

（

（

第4本件各文書の検討

’本件文書'0は､原告調 膨働基準監督署に相談した平成23年4月4

日の労働災害について、事業者から労働者死傷病報告が所轄労働基準監督署に提

出されていない疑いが生じたことから、事実関係の確認、調査等を行った際の処

理経過を記載じた文書である｡

本件文書10のエ枚目の「処理経過」欄2行目から12行目及び38行目の記

"S.-
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戦、 3枚目の「処理経過」欄25行目から27行目、30行目及び3ユ行員の記

載、4枚目の『処理経過』.欄2行目から33行目の記戟、 5枚目の『処理経過』

欄2行目から33行目の記載は、事実関係の鯛査の手法の検討・選択の過程、本

件会社代表者の携帯連絡先や同人への接触の状況、原告や雇用主のプライバシー

に属する情報であって本件災害とは無関係な憶報等が記載されており、当該記載

は、労働安全衛生法違反（労働者死傷病報告の未提出）の疑いのある事件の調査

の手法や行政内部の意思形成の過程簿を記載しているところ、労働者死傷病報告

の提出については､労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第97条第

1項）において規定されており、当該法条項違反に係る罰条については、労働安．

全衛生法第120条第5号において50万円以下の罰金に処する旨規定されている。

したがって、本件文書10の一部（上記記戦）は、その提出により、労働者死

傷病報告未提出事件の調査の手法等が公になることによって同種の事件の捜査が

困難になり、行政の自由な意思決定が阻害され､公務の遂行に著しい支障を生ず

るおそれが具体的に存在するものであり、民事訴訟法220条4号ロに掲げる文

書に該当する。また、本件文書には、公務員が職務上知り得た私人の秘密に関す

る情報、及び行政指導等の措置内容についての担当労働基準監督官の意見やそれ

に対する署長判決及び行政内部の意思形成過程に関する精報が記栽されているこ

とから､最高銭判所平成17年10月14日第三小法廷決定に照らしても、その提出

により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在すると考えられ

る。

なお､本件文書10には､原告の過去の木適切な生活状況（3枚目『処理経過

欄12行目） 、原告以外の者の申述から判明した原告の住居に同居している者の

氏名及び原告の投薬に関する情報、事業主の携帯電話番号等、公務員が職務上知

り得た非公知の事項であってく実質的にもそれを秘密として保霞するに値すると

認められ、これを提出することにより、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ

が存在すると認められる。
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2本件文書12は､原告が雇用されていた事業場における原告とは別の労働者が、

!■■■■労働基準監督署に賃金が支払われていない旨を申し立て､同労働基準監

督署が当該津し立てに基づき、申告監督を行った結果を記載した監督復命書であ

る。

監督復命書は、労働基準監督官が事業場に臨検監督等を行った際に、事業場ご

とに作成される文書であり、 「完結区分j 、嶬督種別」、嵯理番号」 、 「事

業場キー」、 『監督年月日」 、 「労働保険番号」、 『業種」、 「労働者数」、 「家

内労働委託業務」諺 「監督重点対象区分」 、 「特別監督対象区分」 、 「事業の名

称」 、 「事業場の名称］ 、 「事業場の所在地」 、 『代表者職氏名」 、 「店絢、

．「労働組合」、 「監督官氏名印」 、 「週所定労働時間」 、 「最も賃金の低い者の

額」、 「署長判決（判決年月日) j、 「次長決裁』、 「主任（課長）決裁」鴫 「参

考事項･意見」鴎 「違反法条項・指導事項等」、 「是正期日」、 『確認までの間」、

「備考1及び2」、 「面接者職氏名」並びに「別添」の各記載欄が設けられてぃ

~

ー

○

る。

本件文書12は、賃金不払いに係る申告監督の年月日、賃金不払いの具体的事

実関係、申告監督結果を踏まえ、担当労働基準監督官が署長に対し、要確認判決

を求める意見、労働基準法違反の法条項鶇是正期限等が記載されており、当該記

載は、労働基準法違反（賃金不払い）の疑いのある事件の調査の手法や行政内部

の意思形成の過程を記載している。また、 「監督種別」 、 「完結区分j及び曙

長判決」については、監督指導の契機、どのような場合に事案として完結するの

か、署長はどのように判決を行うのかを示すものであり、労働基準監督機関の調

査手法･内容等が明らかとなる事項が記載されているところ、賃金の支払につい

ては､労働基準法第24条第1項及び第2項において規定されており、当該法条項

違反に係る罰条については､労働基準法第120条第1号において30万円以下の罰

金に処する旨規定されている。

したがって、本件文書12のうち、 「業種」 、 「事業場の名称」、 「事業場の

！

-7－
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所在地」 、 「代表者職氏名』以外の項目については、その提出によ叺賃金不払

い事件の監督の手法等が公になることよって同種の事件の捜査が困難になり、行

政の自由な意思決定が阻害され、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体

的に存在するものであり、民事訴訟法220条4号ロに掲げる文書に該当する。

また、本件文書には、行政指導等の措置内容についての担当労働基準監督官の意

見や行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されていることから、最高裁判

所平成17年10月14日第三小法廷決定に照らしても､その提出により公務の遂行

に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在すると考えられる。

3本件文書10の1枚目の「処理経過」欄2行目から12行目及び3.3行目の記

、載、 3枚目の「処理経過」欄12行目及び25行目から27行目、 30行目及び

31行目の記載、4枚目め「処理経過」欄2行目から33行目の記載、 5枚目の

「処理経過」欄2行目から33行目の記栽、及び本件文書12は、原告が雇用さ

れていた事業場に係る労働者死傷病報告の未提出及び原告以外の労働者の賃金不

払いについて､■■■■瞬働基準監督署の担当労働基準監督官が、事実関係の調

査等を行った結果や、雇用主に対し、申告溌腎等を行った結果等を記載した文書

であり、本件申立てにおける厩すべき事実jとは関係がないことから、基本事

・件において証拠として取り調べる必要がないと認められる。

4本件文誉5， 8及び9の調査官意見欄及び処理経過欄は、調査担当者が、本件

‘労働災害に関して、災害の発生状況、治療の状況、保険会計の成立の状況等を鯛

・査した結果を踏まえ、本件労働災害に起因する疾病の業務起因性の判断、保険関

係の成立の有無､被災者に残存する障害の程度等に関する調査官意見又は処理経

過を記戦している。

本件文書5， 8及び9の調査官意見棚及び処理経過欄は、労側災害に起因する

疾病の業務起因性の調査の手法や業務起因性の判断、保険料の算出等の行政内部

の意思形成の過程を記載しており.､かつ、厚生労働省内において組織的に利用さ

れる内部文書であって公表を予定していないものである。
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『
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0

9

したがって、5，8及び9の鯛査官意見欄及び処理軽過欄は、その提出により、

労災調査の手法等が公になり、同種の事案の調査に影響を及ぼすこととなり、公

務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在するものであることから、

民事訴訟法220条4号ロに掲げる文書に該当する。また、本件文書の調査官意

見欄及び処理経過欄には、公務員が職務上知り得た私人の秘密に関する情報、及

び担当職員の意見や行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されていること

から、その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在す

ると考えられる。

5本件文書3， 5， 1ユ及び14の一部は、公務員が職務上知り得た非公知の事

項であって、実賛的にもそれを秘密として保謹するに値すると認められ、これを

提出することにより、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが存在すると認め

られる部分があること。

本件文書3の『事業主の電話番号J欄の携帯電話番号､本件文書5のr1o調

査内容』欄4行目26文宇目から29文宇目、31文宇目から33文宇目までの

同僚労働者の氏名、本件文書ユユの1枚目の事業主の携帯電話番号、本件文書1

4の咽名称・氏名」欄の事業主の携帯電話番号は､公務員が職務上知り得た非

公知の事項であり、かつ個人の情報として保鍍されるべきものであって、これら

が本案事件において提出され公となれば、関係者との僧頼関係が損なわれ、公務

の公正かつ円滑な遂行に著しい支障を生ずるおそれがある。

6本件文書1， 3乃至7， 9乃至12、 ユ4及び16のうち、以下の（1）から

（5）までに掲げる記載（本件文書1， 3，4，5， 9の記載の一部）は、労働

保険の加入状況等に関する記栽、労災保険の適用に関する記蝋労働保険料・一

般拠出金に係る鯛査結果、口頭契約の賃金日額などであり、いずれも本件申立て

におけるr髄すべき事実」とは関係がないことから、基本事件において証拠とし

て取り調べる必要がないと認められる。

また､以下の（6）に掲げる文審のうち、本件文書6及び7は､労働保険給付

(~》
●杢酵

0
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Ｉ
『
》牟

企
Ｐ
Ｖ
合
■
ｎ
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唾
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0

p
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の支給決定に関する決議書であり、本件文書11は、事業場の名称、所在地、業

種等の事業場の情報を記載した文書であり、本件文書14は、労働保険の成立年

月日等を記載した文書であり､本件文書'6は､ ｜一■労働基準監督署長に対

し､事業を廃止したこと等を報告した文書であるところ､本件申立てにおける『証

すべき事実jとは関係がないことから、基本事件において証拠として取り調べる

必要がないと認められる。

なお、本件文書10， 12については、上記3において記載したとおり。

（1） 本件文書1について

「不支給の理由｣欄1行目1．文宇目から5文宇目までの労働保険の加入

状況等に関する記載．
鬼

（2） 本件文書3について

「成立年月日」猟「受付年月日j欄、 「事業廃止・終了年月日」棚、

「廃止等理由」欄、 「廃止区分」欄、 「保険関係等区分」柵、 「常時使

用労働者数｣欄、 「高齢労働者数j柵、 「雇用保険被保険者数｣欄、 「労

災保険率」欄、 「業種コード」欄、 「一般拠出金率」欄及び「成立帳票

種別」欄の記蔵

本件文書4について

．｢事業場数j欄、 「調査件数」欄、 「調査後確定額」欄、 「追徴額」欄

及び「返還絢欄の記載

本件文書5について

rI0調査内容」欄5行目18文宇目から25文宇目までの口頭契約

の賃金日額の記載

本件文書9，につい『て

「相蔽内容」欄13行目の労働保険の加入状況等に関する記載

本件文書6，7， 11， 14， 16について

記裁の全て

(､3）
9

~

(4）

(5）

(6）

－10－
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7本件文書2， 13， ユ5は、作成者である医師が所属する医療機関の長が当咳

文書を提出することに同意する旨の意思表示をしていること等から、これらを本

案事件に提出ずることについて、具体的な支障は罷められないと考えられる。

8本件各文書の概要

平成28年10月18日付け「文書提出命令の申立てに対する意見書」記の第

4「本件文書の検訓の1 「本件各文書の概要jと同じ。
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業務参考資料〈4）で

●

’
一一一一＝ 竃.一‐ 一 F

弘.‘.‘､ロ 垂且一匹壁§4 ELﾐｰ,。△ ’事件番号

損害賠償請求事件

原告■■■■l■外3名
被告「 ‐ ｜ ・

(文書所持者■■■労働基準監督署長）

文書提出命令の申立てに対する意見書

（

平成’
Ｄ

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｈ

■地方裁判所民事第5部‘
裁判官I － ｣|殿

厚生労働省労働基準局補償課

労災保険審理室長

平成29年5月23日付け「求意見書」により意見照会のあった，行政文書が民

事訴訟法220条4号に掲げる文書に該当するかどうかついて，下記のとおり意見

を述べる。

記

第1 文喜提出命令の申立の対象文書

1平成28年11月21日付け文書提出命令の申立書による文書提出命令の申

立は,原閻 ｜ (以下｢原告｣という｡）と愚一 一 | (以
下｢被告会社｣という｡ ）との間の■地方裁判所平成' 零一＝虚 ’

－1－
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○

〃

由●

■号塞害賠償請求事件において,原告らが文書の所持者である■■労働基準
監督署長に対し，文書提出命令の申立の対象文書として特定された， 「補償給

付実地調査復命書の附属書類資料No58j (以下「本件文割という。 ）の

提出を求めるものである。

2本件文書は,原告の亡塁－－ゞ－1(以下｢被災者｣という｡ ）の死亡に係る

遺族補償給付等の請求（以下『労災請求」という。 ）の業務上外の判断を適正

に行うために,■■労働基準監督署調査担当者(以下關査担当者｣という｡）
が被告会社の関係者と面接し，聴取した内容を記載した文書である。

また，本件文書については，聴取対象者である会社関係者が当該文書を提出

することに同意しない旨の意思表示をしている。

第2意見の要旨

1本件文書は，民事訴訟法220条4号ロに掲げる文書に該当する。

2本件文書は"本件申立における｢証すべき事実｣である、、｢2

週間以上にわたって連続勤務を行った｣と■労働基準監督署が判断した根
拠」と関係がないことから，証拠として取り調べる必要がない｡

第3民事訴訟法220条4号口について

1 民事訴訟法220条4号口『公務員の職務上の秘密」の意義

民事訴訟法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」とは，公務員が

職務上知り得た非公知の事項であって，実質的にもそれを秘密として保護ずる

に値すると認められるものをいうと解すべきである（最高裁判所昭和52年1

2月19日第二小法廷決定･刑集31巻7号1053ページ,最高裁判所昭和

53年5月31日第二小法廷決定・刑集32巻3号457ページ参照） 。そし

て，上記「公務員の職務上の秘密」には，公務員の所掌事務に属する秘密だけ

でなく，公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって，

-2－

41
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6や

a

それが本案事件において公にされることにより,私人との信頼関係が損なわれ，

公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれると解すべき

である（最高裁判所平成17年10月14日第三小法廷決定・民集59巻8号

2265ページ） 。

2民事訴訟法220条4号口･｢その提出により公共の利益を害し，又は公務の

遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意義

民事訴訟法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し，又は

公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは，単に文書の性格から公

共の利益を害し，又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがある

ことが認められるだけでは足りず，その文書の記載内容からみてそのおそれの

存在することが具体的に認められることが必要であると解される（前掲最高裁

平成17年10月14日第三小法廷決定） 。

そして，公務員の職務上の秘密に関する文書が，その提出により公共の利益

を害し，又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものといえるかど

うかは，個々の文書ごとに，その性質，法的根拠，記載内容・方法，公にされ

た場合の弊害の有無,凶内容，程度等を考慮して判断すべきである（松並重雄・

最高裁判所判例解説民事篇平成17年（下） 728ページ） 。

また，その判断に当たっては，インカメラ手続等によって，当該文書の具体

的内容を十分に把握した上でされるべきである（同） 。

い

１
１
Ｊ

一

、

〃

■

ご

屯

・

り

第4最高裁判所平成17年10月14.日第三小法廷判決の要旨

第5において，本件文書について検討する前提となる最高裁判所の決定につ

いて，その要旨を記載する。

1文書提出命令に関しては，労働安全衛生法に基づき労働災害の発生原因等の

調査結果が記載された災害調査復命書が民事訴訟法220条4号ロに該当する

か否かが争われた事件についての最高裁判所平成17年10月14日第三小法
8

－3－
0
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ざ

廷決定（以下「最高裁決定jという.．）が示されており，その要旨は以下のと

おりである。

2労働災害が発生した際に労働基準監督官等の調査担当者が労働災害の発生原

因を究明し同種災害の再発防止策等を策定するために調査結果等を踏まえた所

見をとりまとめて作成した災害調査復命書には，①当該調査担当者が事業者や

労働者らから聴取した内容，事業者から提供を受けた関係資料，当該事業場内

での計測，見分等に基づいて推測，評価，分析した事項という当該調査担当者

が職務上知ることができた当該事業者にとっての私的な情報のほか，②再発防

・止策,行政指導の措置内容についての当該調査担当者の意見，署長判決及び意

見等の行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されている。

「②の情報」に係る部分は,行政内部の意思形成過程に関する情報が記載さ

れたものであり，その記載内容に照らして， これが本案事件において提出され

ると，行政の自由な意思決定が阻害され，公務の遂行に著しい支障を生ずるお

それが具体的に存在することは明らかである。

「①の情報」に係る部分は，事業者や労働者らからの聴取内容がそのまま記

載されたり，引用されたりしているわけではなく，当該調査担当者において，

他の調査結果を総合し，その判断により上記聴取内容を取捨選択して，その分

析評価と一体化させたものが記載されていること，調査担当者には，事業場に

立ち入り，関係者に質問し，帳簿，書類その他の物件を検査するなどの権限が

あり， これらに応じない者は罰金に処せられることとされていることなどにか

んがみると， 『①の情報』に係る部分が本件事件において提出されることによ

り公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在するということはで

きない。

＃

，

6

、－．／

第5本件文書の検討

1 本件文書の概要

－4－
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‘ 本件文書は，被災者に係る業務上外の判断を適正に行うために，鯛査担当者

が会社関係者と面談し，聴取した内容がそのまま記載された文書である。具体

的には冒頭において，住所，職業，氏名及び生年月日により申述者が特定され

た上，特定の日付，場所において「次のとおり聴取した」旨記戦され，当該記

栽以降，聴取書のほぼ全般にわたって，申述者を一人称とする口語調の聴取内

容が，内容に応じて項番を付された上で記載されている。そして，その末尾に

は，当該申述者において記載された聴取内容に誤りがないことを確認して署名

指印した旨の記載とともに，当該申述者の署名指印がなされている。聴取内容

の表現は，主観的なもので，また，聴取に係る事実の経験者として迫真性の高

いものになっている。また，上記聴取書に，調査担当者の分析評価等は含まれ

ていない。

2本件文書に記載された聴取内容

本件文書に記載された聴取内容は,申述者が被災者と一緒に働いていた期間，

働いていた店舗の名称，当該店舗の職員構成や店舗の鍵の具体的な保管方法，

申述者の時間外労働及び休日労働の状況，被災者の出退勤の状況といった労務

管理の状況，被災者の勤務実態のほか，被災者の健康状態に対する申述者の主

観的な評価や，申述者の住所，職業，氏名及び生年月日といった専ら申述者の

個人的な事項も含まれる。

3本件文書に記載された聴取内容は，公務員が職務上知り得た非公知の事項で

あって，実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認め.られ， これを提

出することにより，公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在す

ること

（1）本件文書に記載された聴取内容は，公務員が職務上知り得た非公知の事項

であって，実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められること

本件文書に記戟された聴取内容は，申述者の個人的な事項も含めてそのま

ま掲載され，公務員が職務上知り得た私人の秘密に該当するものであり，こ

■b

、
‐
巳
■
９
，
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れが本案事件において提出されることにより，調査に協力した申述者との信

頼関係が損なわれ，公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるとい

うことができることから，公務員が職務上知り得た非公知の事項であって，

実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められる。

)本件文書を提出することにより，公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが

具体的に存在すること

本件文書に係る申述者は，聴取内容が飽くまで労災請求に対する判断の資

料として用いられるとの前提で聴取に応じているものと考えられる。したが

って，聴取内容が広く一般に公開されることまで受け入れ，若しくは予想し

て申述に応じているものではないと考えるべきである。

そして，本件文書においては，当該聴取内容が調査担当者によって総合さ

れることもなく,また，調査担当者の分析評価と一体化されることもなくそ

のまま龍載されていることから，これを開示することにより，当該労災認定

の手続において，当該申述者がどのような事項を申述したかが，明らかにな

る。また，当該申述者の申述が労災請求に対する判断にどのような影響を及

ぼしたかを推測し得ることとなる。そうなれば， 申述者において，当該労災

認定の結果や申述内容について利害を有する者から，当該申述者の申述によ

り不利益を被ったとして有形・無形の不利益な取扱いや当該申述者の申述に

より心情を害されたなどとして抗儀を受けることを危ぐすることは十分に考

えられる。

そうであるからこそ，労働基準監督署長としても，聴取書を提出するよう

な場合には，提出することについて申述者の同意の有無を確認する二ととし

ているのである。また，労働基準監督署長による確認を受けた上で提出に同

意しなかった申述者としては，それにより聴取書を提出されないことについ

て，より高い期待・信頼を抱くことになっていると言うぺぎである（本件文

書に係る申述者は，当該文書を提出することについて，同意しない旨の意思

(2）

I
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を表示している。 ） 。

しかも，本件文書に記載された聴取内容は，上記2で述べたとおり，申述

者の主観的評価も交えた被告会社にて申述者が被災者と一緒に働いていた期

間の労務管理の状況，被災者の勤務実態のほか，被災者に対する申述者の主

観的な評価といった事項や，申述者の住所，職業，氏名及び生年月日といっ

た専ら申述者の個人的な事項も含まれているのである。

さらにいえば,本件申立ての立証趣旨(故1画園｢2週間以上にわた

って連続勤務を行った｣と■■I労働基準監督署が判断した根拠)との関係
において，上記のような事項がすべて明らかにされる必要があるとも考え難

『！

い。

自らの個人的な事項に関する申述がその申述したままに， しかもそれが真

に必要とされるわけでもないところで提出されることとなれば，何人でも原

則として閲覧でき，また当事者及び利害関係者に謄写され得る状態（民事訴

訟法91条）となり，その結果，聴取内容が飽くまで労災請求に対する判断

、の資料として用いられるものであるとの申述者からの信頼を著しく損ない，

以後関係者の協力を得ることが著しく困難となるというべきである。

本件文書は，最高裁決定に照らしても，その提出により公務の遂行に著しい支4
1I

障を生ずるおそれが存在すると考えられること

上記第4の最高裁決定は飽くまで事例判断に過ぎない（松並重雄・最高裁判所

判例解説民事篇平成17年（下） 728ページ（注26） ）ものではあるが，本

件文書は，上記の3 （1）で述べたとおり，公務員が職務上知り得た私人の秘密

に関する情報が記載されており，これは最高裁決定が示した「①の情報』に形式

的には該当するものである。しかしながら，最高裁決定は「①の情報」に係る部

分について， ｢聴取内容がそのまま記載されたり，引用されたりしているわけで

はなく，当該調査担当者において，他の鯛査結果を総合し，その判断により上記

聴取内容を取捨選択して，その分析評価と一体化さ・せたものが記載されているこ

．.､7－
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と」を理由として， 「①の情報」に係る部分が提出されることにより公務の遂行

に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在するということはできないと判断さ

れたものである。そうすると，本件文書には，上記3の（2）に述べたとおり，

聴取内容が調査担当者によって総合されることもなく，また，調査担当者の分析

評価と一体化されることもなくそのまま記載されていることから，最高裁決定に

照らしても，本件文書はこれを提出することにより公務の遂行に著しい支障を生

ずるおそれが存在するというべきである。

5調査権限や罰則が存在するとしても，聴取内容を提出することにより，申述者

の協力を得ることが困難となり，公務に著しい支障が生ずること

上記第4の最高裁決定は，災害調査復命書には，関係者からの聴取内容がその

まま記載されているわけではないことのみならず，労働基準監督署長には，関係

者からの報告の提出等の権限があり， これに応じない場合の罰則も殻けられてい

ることも合わせて関係者の協力を得ることが著しく困難とはならないと判断して

いる。

しかし，最高裁決定でいう権限や罰則は,労働安全衛生法に基づくものであり，

同法の違反（同法120条4号, 5号）については，労働基準監督官は同法92

条に基づき， 自ら捜査し，検察庁に送致できるものである。一方，本件における

関係者から〈の報告の提出等の権限や罰則に関しては，労働者災害補償保険法に基

づくものであり，同法の違反（同法53条1号， 2号）について，労働安全衛生

法におけるように，労働基準監督官が自ら捜査する権限はなく，警察機関に告発

するのみである。このように，労働安全衛生法に基づく権限と労働者災害補償保

険法に基づく権限は強制力の程度が異なっており， これを同視することはできな

●

1
甲 1

~U L
+◇q q

( ,）
‐一

い。

このことから，労働者災害補償保険法に基づく調査権限は，労働安全衛生法に

おけるような捜査権限を背景にしたものではないことから，申述者との信頼関係

がより重要となるところである。

－8－
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したがって，本件のように，労災認定に関する調査において，その円滑な遂行

のために十分な申述を得るためには，申述の契機があるということだけでは足り

ず,申述者の積極的な態度や自由な会話の機会を持つことが必要かつ重要であり,

そのためには申述者の信頼を確保することが必要である。

申述者が，民事訴訟において，一般的に公開され,何人も原則として閲覧でき，

当事者・利害関係者に謄写され得る状態となることを懸念して積極的な協力が得

られない場合に，罰則を背景とした強制的な契機により申述を求めたとしても，

申述者の反感を買い，調査担当者の質問に対する最小限の回答しか得られないこ

とは明らかである。そのような場合，一応虚偽ではない回答を得ることができた

としても，調査の円滑な遂行に十分な回答や,新たな調査の観点,端緒となるよ

うな回答を得ることができなくなる。申述者の積極的な申述を得ることにより，

新たな事実･端緒を得ることができ，さらにそれに基づく調査を行うことにより，

適正な事実認定が可能となるものである。適正な事実認定を円滑に行うことがで

0

,－へ
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氏q－､●､

ｰ

きなければ，公務の遂行に著しい支障を生ずることは明らかである。
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